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2020 年 3 月 31 日 

企業会計基準委員会 

 

企業会計基準第 31 号 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の公表 
 

公表にあたって 

2018 年 11 月に開催された第 397 回企業会計基準委員会において、公益財団法人財務会計

基準機構内に設けられている基準諮問会議より、「見積りの不確実性の発生要因」に係る注

記情報の充実について検討することが提言されました。 

この提言を受けて、当委員会は、2018 年 12 月より、「見積りの不確実性の発生要因」に

係る注記情報の充実について審議を行ってまいりましたが、今般、2020 年 3 月 27 日開催の

第 428 回企業会計基準委員会において、表記の企業会計基準第 31 号「会計上の見積りの開

示に関する会計基準」（以下「本会計基準」という。）の公表を承認しましたので、本日公表

いたします。 

本会計基準につきましては、2019 年 10 月 30 日に公開草案を公表し、広くコメント募集

を行った後、当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表す

るに至ったものです。 

なお、改正企業会計基準第 24 号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準」（以下「改正企業会計基準第 24 号」という。）の公表に伴い、専ら表示及び注

記事項を定めた会計基準等に対しても未適用の会計基準等に関する注記に関する定めが適

用されることとなります。改正企業会計基準第 24 号の原則的な適用時期は、2021 年 3 月 31

日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表

からとしていますが、本改正の趣旨を鑑み、本会計基準の公表後、適用までの間は、改正企

業会計基準第 24 号第 22-2 項（未適用の会計基準等に関する注記）を類推適用し、次の事項

を注記することが適切と考えられます。 

(1)  本会計基準の名称及び概要 

(2)  適用予定日に関する記述 
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本会計基準の概要 

以下の概要は、本会計基準の内容を要約したものです。 

 

 開発にあたっての基本的な方針（本会計基準第 14 項） 

当委員会では、本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、原則（開示目的）

を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとした。ま

た、本会計基準の開発にあたっては、国際会計基準（IAS）第 1号「財務諸表の表示」（以

下「IAS 第 1 号」という。）第 125 項の定めを参考とすることとした。 

なお、検討の過程では、IAS 第 1 号第 125 項は「見積りの不確実性の発生要因」の表題

のもとに定めが記述されているものの、注記が要求されている項目は会計上の見積りの

対象となる資産及び負債に焦点を当てていると分析された。このため、本会計基準の開発

にあたっても、IAS 第 1 号第 125 項と同様の内容の開示を求めたうえで、内容をより適切

に表す会計基準の名称として「会計上の見積りの開示に関する会計基準」を用いることと

した。 

 

 会計上の見積りの開示目的（本会計基準第 4項及び第 15 項から第 17 項） 

財務諸表を作成する過程では、財務諸表に計上する項目の金額を算出するにあたり、会

計上の見積りが必要となるものがある。会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な

情報に基づいて合理的な金額を算出するものであるが、財務諸表に計上する金額に係る

見積りの方法や、見積りの基礎となる情報が財務諸表作成時にどの程度入手可能である

かは様々であり、その結果、財務諸表に計上する金額の不確実性の程度も様々となる。し

たがって、財務諸表に計上した金額のみでは、当該金額が含まれる項目が翌年度の財務諸

表に影響を及ぼす可能性があるかどうかを、財務諸表利用者が理解することは困難であ

る。 

このため、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年

度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスク（有利となる場合及び不利となる場合の双方

が含まれる。以下同じ。）がある項目における会計上の見積りの内容についての情報は、

財務諸表利用者にとって有用な情報であると考えられる。 

ここで、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は企業によって異

なるため、個々の会計基準を改正して会計上の見積りの開示の充実を図るのではなく、会

計上の見積りの開示について包括的に定めた会計基準において原則（開示目的）を示し、

開示する具体的な項目及びその注記内容については当該原則（開示目的）に照らして判断

することを企業に求めることが適切と考えられる。 

したがって、本会計基準は、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによる

もののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上

の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを開示目



 

- 3 - 

 

的としている。 

 

 開示する項目の識別（本会計基準第 5 項及び第 21 項から第 23 項） 

本会計基準は、会計上の見積りの開示を行うにあたり、当年度の財務諸表に計上した金

額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスク

がある項目を識別するとしている。 

 項目の識別における判断 

 本会計基準では、翌年度の財務諸表に与える重要な影響を検討するにあたって

は、影響の金額的な大きさ及びその発生可能性を総合的に勘案して企業が判断す

るとしている。 

 一方、翌年度の財務諸表に与える影響を検討するにあたり、何と比較して影響の

金額的な大きさを判断するのか、どの程度の影響が見込まれる場合に重要性があ

るとするのかなど、項目の識別について、判断のための詳細な規準は示さないこと

としている。 

 識別する項目 

 本会計基準は、識別する項目は、通常、当年度の財務諸表に計上した資産及び負

債であるとしている。 

 ここで、本会計基準は、当年度の財務諸表に計上した金額に重要性があるものに

着目して開示する項目を識別するのではなく、当年度の財務諸表に計上した金額

が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリ

スクがあるものに着目して開示する項目を識別することとしている。このため、例

えば、固定資産について減損損失の認識は行わないとした場合でも、翌年度の財務

諸表に重要な影響を及ぼすリスクを検討したうえで、当該固定資産を開示する項

目として識別する可能性がある。 

なお、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある場合には、当年度の

財務諸表に計上した収益及び費用、並びに会計上の見積りの結果、当年度の財務諸

表に計上しないこととした負債を識別することを妨げない。また、注記において開

示する金額を算出するにあたって見積りを行ったものについても、翌年度の財務

諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある場合には、これを識別することを妨げな

い。 

 

 注記事項（本会計基準第 6 項から第 8 項及び第 26 項から第 31 項） 

 会計上の見積りの開示の対象とした項目名の注記 

 本会計基準は、開示する項目として識別した項目について、本会計基準に基づい

て識別した会計上の見積りの内容を表す項目名を注記するとしている。会計上の
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見積りの開示については、本会計基準に基づき開示された情報であることが明瞭

にわかるようにすることが有用、かつ、従来の日本基準の開示の枠組みに基づけば、

通常はまとめて注記されることが多いと考えられたため、本会計基準の開発にあ

たって参考とした IAS 第 1 号第 125 項では求められていないものの、当該注記は

独立の注記とし、識別した項目が複数ある場合には、それらの項目名は単一の注記

として記載することを求めることとしている。 

 項目名に加えて注記する事項 

 本会計基準は、開示目的に基づき識別した項目のそれぞれについて、会計上の見

積りの内容を表す項目名とともに次の事項を注記することとしている。 

(1)  当年度の財務諸表に計上した金額 

(2)  会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情

報 

(1)及び(2)の事項の具体的な内容や記載方法（定量的情報若しくは定性的情報、

又はこれらの組み合わせ）については、開示目的に照らして判断することとしてい

る。 

なお、(1)及び(2)の事項について、会計上の見積りの開示以外の注記に含めて財

務諸表に記載している場合には、会計上の見積りに関する注記を記載するにあた

り、当該他の注記事項を参照することにより当該事項の記載に代えることができ

るとしている。 

 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報 

本会計基準は、会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資する

その他の情報としては、例えば次のようなものがあるとしている。なお、これらは

例示であり、注記する事項は開示目的に照らして判断するとしている。 

(1)  当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法 

(2)  当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 

(3)  翌年度の財務諸表に与える影響 

これらの情報は、単に会計基準等における取扱いを記載するのではなく、企業の

置かれている状況が理解できるようにすることで、財務諸表利用者に有用な情報

となると考えられるとしている。 

 

 個別財務諸表における取扱い（本会計基準第 9 項並びに第 32 項及び第 33 項） 

本会計基準は、連結財務諸表を作成している場合に、個別財務諸表において本会計基準

に基づく開示を行うときは、本会計基準第 7項(2)の注記事項（会計上の見積りの内容に
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ついて財務諸表利用者の理解に資するその他の情報）について連結財務諸表における記

載を参照することができるとしている。 

なお、識別した項目ごとに、当年度の個別財務諸表に計上した金額の算出方法に関する

記載をもって第 7項(2)の注記事項に代えることができるとしている。 

 

 適用時期及び経過措置（本会計基準第 10 項及び第 11 項並びに第 34 項） 

本会計基準は、適用時期等について、次のように取り扱う。 

(1)  2021年 3月 31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務

諸表及び個別財務諸表から適用する。ただし、公表日以後終了する連結会計年度及び

事業年度における年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から本会計基準を適

用することができる。 

(2)  本会計基準の適用初年度において、本会計基準の適用は表示方法の変更として取

り扱う。ただし、改正企業会計基準第 24 号第 14 項の定めにかかわらず、本会計基準

に定める注記事項について、適用初年度の連結財務諸表及び個別財務諸表に併せて

表示される前連結会計年度における連結財務諸表に関する注記及び前事業年度にお

ける個別財務諸表に関する注記（比較情報）に記載しないことができる。 

 

以 上 


